
 

 

  

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

集団資源回収の実施 

春日井市資源回収団体奨励金交付 
申請書（第１号様式）の提出 

添付書類 

・回収業者が発行する計量伝票等の書類（原本） 

・資源の回収を自ら実施している状況の写真、地図等 

交付決定（申請から１ヶ月程度） 

・申請書受理後、審査のうえ交付決定通知書と今回用の請求書（手元に
届き次第、早急に提出してください。）を送付します。 

・次回用の申請書も同封します。 

請求書の提出 

奨励金の振込み 

指定された口座に奨励金を振込み 

・請求書に振込先口座を記入のうえ提出してください。 
・請求書の提出がないと奨励金の振り込みができませんので、ご注意く
ださい。 


